
307_おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

1 

   おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

平成18年３月３日 

規則第107号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、おおい町簡易水道事業等給水条例（平成18年おおい町条例第

168号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

 （給水装置及び消火栓の操作） 

第３条 給水栓以外の給水装置及び公設消火栓は、町の係員でなければ操作しては

ならない。ただし、消火又は町長の指定する職員の立会いによる消防の演習のた

めに公設消火栓を開閉するときは、この限りでない。 

 （私設消火栓の使用） 

第４条 私設消火栓の所有者は、公共のために当該消火栓を使用することを拒むこ

とができない。 

 （給水装置の新設等の申込み） 

第５条 条例第７条の規定により申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書

（様式第１号）を提出し、様式第２号による承認を受けなければならない。 

 （利害関係人の同意書の提出） 

第６条 条例第７条第２項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の

提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者及び

提出書類は、当該各号に定めるとおりとする。 

 (１) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有

者分岐同意書（様式第３号） 

 (２) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設

置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書（様式第４

号） 

 (３) 前２号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約

書（様式第５号） 

 （給水装置使用材料） 

第７条 町長は、条例第９条第２項に定める設計審査又は工事検査において、指定
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給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用さ

れる材料が水道法施行令（昭和32年政令第336号）第５条に規定する基準に適合

していることの証明を求めることができる。 

２ 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用

を制限し、又は禁止することができる。 

 （工事の方法等） 

第８条 条例第９条の２第１項及び第２項の規定に基づく給水装置の構造及び材質

の基準並びに工事の方法については、町長が別に定める仕様書による。 

 （工事費の算定基準単価） 

第９条 給水装置の工事費の算出基礎となる材料単価、労務歩掛、工賃等は、毎年

度の初めに町長が定めるものとする。ただし、材料の価格又は賃金が10分の１以

上変動したとき及び特殊なものについては、この限りでない。 

 （工事費前納の例外） 

第10条 条例第11条第３項ただし書の規定は、工事費後納申請書（様式第６号）を

提出させることによりこれを行う。 

 （給水の申込み） 

第11条 条例第13条の規定により給水を受けようとする者は、給水申込書（様式第

７号）を提出し、様式第８号による承認を受けなければならない。 

 （届出書の様式） 

第12条 条例に規定する届出書の様式は、次のとおりとする。 

 (１) 条例第14条に規定するもの 様式第９号 

 (２) 条例第15条第１項に規定するもの 様式第10号 

 (３) 条例第18条第１号に規定するもの 様式第11号 

 (４) 条例第18条第２号に規定するもの 様式第12号 

 (５) 条例第18条第３号に規定するもの 様式第13号 

 (６) 条例第18条第４号に規定するもの 様式第14号 

 (７) 条例第18条第５号に規定するもの 様式第15号 

 （メーターの設置基準） 

第13条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いとき

は、この限りでない。 

 (１) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共同給水装置ごとに１
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個 

 (２) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに１個 

 （メーターの位置変更） 

第14条 家屋の新築、改築等のためにメーターの位置を変更する必要が生じた場合

は、これに要した費用は原因者の負担とする。 

 （メーターの検針） 

第15条 条例第24条の規定によるメーターを検針する基準日は、毎月５日とする。 

２ メーターの検針は、町の係員又は町から委託を受けた検針員が毎月行う。 

３ メーターの検針には、当該使用者は努めて立ち会うものとする。 

４ 町長は、毎月給水した水量を使用者に通知する。 

 （給水装置の管理） 

第16条 使用者又は所有者は、メーターの検針及び給水装置の修繕に支障を来すよ

うな工作物等を設けてはならない。 

 （修繕費の減免） 

第17条 条例第17条第３項ただし書の規定により、給水装置の修繕に要した費用の

減免を受けようとする者は、修繕費減免申請書（様式第16号）を提出しなければ

ならない。 

 （使用料の算定） 

第18条 給水量に１立方メートル未満の端数があるときは、翌月の給水量に算入

し、使用料を算定する。ただし、給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の

１立方メートル未満の給水量は切り捨てる。 

 （使用休止又は廃止の届出がない場合の料金） 

第19条 条例第18条第１号の届出がない場合は、水の使用の有無にかかわらず規定

の料金を徴収する。 

 （水量及び用途の認定基準） 

第20条 条例第26条に規定する認定の基準は、次のとおりとする。 

 (１) メーターに異常があったときは、前３箇月の平均とする。 

 (２) 家事用及び営業用の両方に使用するときは、その使用量が１箇月に100立

方メートルを超える月を営業用とする。 

 (３) 使用水量が不明のときは、１戸１箇月につき４人まで25立方メートルと

し、１人増すごとに５立方メートルを加算した水量とする。 
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 （納付期限） 

第21条 使用料の納付期限は、毎月25日とする。 

 （臨時使用の水道料金の算定） 

第22条 条例第28条第１項の規定により、前納する場合の料金は営業用として算定

する。 

 （使用料等の減免） 

第23条 条例第31条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、使用料

等減免申請書（様式第17号）を提出しなければならない。 

 （簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査） 

第24条 条例第40条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び

その管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。 

 (１) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条の規定に掲げる管理基

準に準じて管理すること。 

 (２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、水道法（昭和32年法律

第177号）第34条の２第２項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働

大臣の登録を受けた者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁

り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。 

 （身分証明書の携帯） 

第25条 町の係員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

 （協力） 

第26条 使用者は、給水施設の区分ごとに世話人会を設け、維持、管理等、施設の

円滑な運営のために町長の相談に応ずるものとする。 

 （その他） 

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成18年３月３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の大飯町簡易水道事業等給水条例施

行規則（昭和60年大飯町規則第２号）又は名田庄村給水条例施行規則（平成10年
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名田庄村規則第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ

れこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

申込者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

給 水 装 置 工 事 申 込 書 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則第５条の規定により下記のとおり申し込み

ます。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所       第  号  番地  （ 区） 

工 事 種 別 新設 ・ 改造 ・ 修繕 ・ 撤去 

装 置 種 別 専用 ・ 共用 ・ 私設消火栓 

用 途 種 別 家事用 ・ 営業用 ・ 併用 

使 用 人 数   

水 栓 数   

給 水 管 口 径   

工 事 期 間   

地主の住所氏名及び承諾印 
住 所   

氏 名 印  

家主の住所氏名及び承諾印 
住 所   

氏 名 印  

指定給水装置工事事業者の 住 所   

住 所 氏 名 氏 名 印  

摘 要   

 添付書類 見取図 
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様式第２号（第５条関係） 

 

給 水 装 置 工 事 承 認 書 

 

    承認第    号 

 

住 所            

申込者                

氏 名        印   

（電話        ）   

給 水 装 置 設 置 場 所       第  号  番地  （  区） 

種 別 専用 ・ 共用 ・ 私設消火栓 

用 途   

  あなたから申込みのあった上記工事については、次の条件を付して承認する。 

 

    年  月  日 

 

おおい町長        印   

 

条 件 
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様式第３号（第６条関係） 

 

 

 

 

給水管所有者分岐同意書 

 

 私所有の給水装置から分岐することを承諾します。 

 なお、本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 

 

      年  月  日 

 

    承 諾 者 住所           

          氏名          印 

    分岐申込者 住所           

          氏名          印 
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様式第４号（第６条関係） 

 

 

 

 

土地家屋使用承諾書 

 

 本給水装置工事施行のため、私所有の土地家屋を使用することを承諾します。 

 なお、本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 

 

      年  月  日 

 

   承 諾 者 住所           

         氏名          印 

   使用する土地家屋           

   使用申込者 住所           

         氏名          印 
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様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 

誓 約 書 

 

 おおい町長    様 

 

 

 下記の給水装置工事施行について、第三者からの異議があっても、町に対してご迷惑を

おかけしないことを誓約いたします。 

 

 

記 

 

      年  月  日 

 

   給水装置工事申込者  住所 

              氏名 

   給水装置工事の場所  住所 



307_おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

11 

様式第６号（第10条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

申込者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

工 事 費 後 納 申 請 書 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則第10条の規定により下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地  （ 区） 

猶 予 期 間   

申 請 の 理 由   
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様式第７号（第11条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

給 水 申 込 書 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則第11条の規定により下記のとおり申し込み

ます。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所       第  号  番地  （ 区） 

給 水 開 始 年 月 日      年   月   日 
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様式第８号（第11条関係） 

 

給 水 承 認 書 

 

    承認第    号 

 

住 所            

氏 名            

電 話            

給 水 装 置 設 置 場 所       第  号  番地  （ 区） 

給 水 開 始 年 月 日      年   月   日 

  あなたから申込みのあった給水については、次の条件を付して承認する。 

 

    年  月  日 

 

おおい町長        印   

 

条 件 



307_おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

14 

様式第９号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

所有者 氏 名        印   

（電話        ）   

住 所            

代理人 氏 名        印   

（電話        ）   

 

代 理 人 届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第14条の規定により下記のとおりお届けします。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地  （  区） 

選 定 理 由   

代理人の住所氏 住 所        第   号   番地  （  区） 

名 及 び 承 諾 印 氏 名 印  

選 定 年 月 日     年   月   日 

摘 要   
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様式第10号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

氏 名        印   

（電話        ）   

使用者                

住 所            

氏 名        印   

（電話        ）   

 

管 理 人 届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第15条第１項の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地   （  区） 

選
定
理
由 

１ 給水装置を共有するため 

２ 給水装置を共用するため 

３ その他（                       ） 

管 理 人 の 住 所 住 所        第   号   番地  （ 区） 

氏 名 及 び 承 諾 印 氏 名 印  

選 定 年 月 日     年   月   日 

    

 



307_おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

16 

様式第11号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者               

（所有者）氏 名        印   

（電話        ）   

 

給水装置使用（開始・休止・廃止）届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第18条第１号の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地  （  区） 

種 別 専 用 ・ 共 用 ・ 私設消火栓 

該 当 年 月 日     年   月   日 

所 有 者 
住 所   

氏 名   

休止又は廃止の理由   

摘 要   
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様式第12号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者               

（所有者）氏 名        印   

（電話        ）   

 

使用者（所有者）異動届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第18条第２号の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地  （  区） 

種 別 専 用 ・ 共 用 ・ 私設消火栓 

新使用者（新所有者） 
住 所   

氏 名   

旧使用者（旧所有者） 
住 所   

氏 名   

異 動 年 月 日       年   月   日 

異 動 理 由   

摘 要   
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様式第13号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

水道使用者等                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

氏 名 （住 所） 変 更 届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第18条第３号の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所        第   号   番地   （  区） 

種 別 専 用 ・ 共 用 ・ 私設消火栓 

変 更 後 
住 所   

氏 名   

変 更 前 
住 所   

氏 名   

変 更 年 月 日       年   月   日 

変 更 理 由   

摘 要   
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様式第14号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

消 火 栓 使 用 届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第18条第４号の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

消 火 栓 の 場 所       第    号    番地（  区） 

使 用 年 月 日      年   月   日 

使 用 時 間 午前 
午後    時から    時まで 

摘

要 
  

 



307_おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則 

20 

様式第15号（第12条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

給 水 装 置 の 用 途 変 更 届 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例第18条第５号の規定により下記のとおりお届けしま

す。 

 

記 

給 水 装 置 設 置 場 所       第    号   番地 （  区） 

変 更 後 の 用 途   

変 更 前 の 用 途   

変 更 年 月 日      年   月   日 

変 更 理 由   

摘 要   
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様式第16号（第17条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

修 繕 費 減 免 申 請 書 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則第17条の規定により下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

給水装置の設置場所       第    号   番地 （  区） 

申 請 理 由   
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様式第17号（第23条関係） 

 

年  月  日   

 

   おおい町長    様 

 

住 所            

使用者                

氏 名        印   

（電話        ）   

 

使 用 料 等 減 免 申 請 書 

 

  おおい町簡易水道事業等給水条例施行規則第23条の規定により下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

種 別 

使 用 料   減額・免除の別   

手 数 料   〃   

加 入 金   〃   

期 間   

申 請 理 由   

 


